
22

生活情報掲示板
Public Relations Newsletter MIHARA

生
活
情
報
掲
示
板

竹
原
公
証
役
場
は
２８
日

（
木
）で
廃
止
し
ま
す

児
童
扶
養
手
当
と
障
害
年
金
の

子
加
算
の
間
で
、
受
給
変
更
が

可
能
に
な
り
ま
し
た

新設路線バス 和木・本郷線の
試験運行を６か月延長します

大和町から久井町、高坂町
を経て本郷町を結ぶ新設路線
バス和木・本郷線は、９月まで
試験運行を継続します。
通院や買い物など、皆さん

の生活に役立ててください。
問い合わせ先 まちづくり推進課（1０８４８^7６１８７）

法務局登記証明コーナーを市役所内に開設
～法務局三原出張所が尾道支局に統合されることに伴い、

タッチパネル式の証明書発行請求機を設置～
と き ５月２日（月）から
ところ 市役所本庁１階　西側出入り口
開設時間 月～金曜日（祝日、年末年始
を除く）９時～１２時、１３時～１６時３０分
※１２時～１３時は利用できません。

発行証明書と手数料（収入印紙）
○全国の土地・建物の登記事項証明書・・・１通７００円
○全国の会社・法人の登記事項証明書・・・１通７００円
○全国の会社・法人の印鑑証明書・・・１通５００円

※印鑑証明書の発行には、印鑑カードが必要です。
※地図証明書などについては、発行できません。
※法務局の担当者が常駐しています。操作が不明な場合
は尋ねてください。
問い合わせ先 広島法務局民事行政調査官室（1０８２・２２
８・５６９０）

め
る
こ
と
が
困
難
な
２０
歳
以
上
の

学
生
に
は
、
在
学
期
間
中
の
保
険

料
が
猶
予
さ
れ
る
特
例
制
度
が
あ

り
ま
す
。
承
認
さ
れ
た
期
間
中
に

病
気
や
事
故
で
障
害
が
残
っ
た
場

合
に
は
、
障
害
基
礎
年
金
が
支
給

さ
れ
ま
す
。（
一
定
の
受
給
条
件
が

あ
り
ま
す
）

こ
の
制
度
を
希
望
す
る
場
合

は
、
申
請
が
必
要
で
す
。
ま
た
、

卒
業
す
る
ま
で
希
望
す
る
場
合

は
、
毎
年
度
申
請
が
必
要
で
す
。

※
一
部
、
特
例
制
度
の
対
象
校
に

該
当
し
な
い
学
校
も
あ
り
ま
す
。

申
請
場
所

市
民
課（
市
役
所
本

庁
１
階
）、
ま
た
は
各
支
所
の

地
域
振
興
課
、
三
原
年
金
事
務

所（
円
一
町
二
丁
目
）

用
意
す
る
物

年
金
手
帳
、
印
鑑
、

学
生
証
ま
た
は
在
学
証
明
書

問
い
合
わ
せ
先

市
民
課（
1
０

８
４
８
^7
６
０
５
１
5
０
８

４
８
^7
６
０
６
２
）、
三
原
年

金
事
務
所（
1
０
８
４
８
^3
４

１
１
１
）

【
こ
れ
ま
で
】

次
の
場
合
、
児
童
扶
養
手
当
は

受
給
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

○
子
ど
も
が
父
ま
た
は
母
に
支
給

さ
れ
る
障
害
基
礎
年
金
給
付
額

の
加
算
の
対
象
で
あ
る
場
合

【
今
月
か
ら
】

次
の
場
合
、
子
加
算
を
し
な
い

こ
と
に
よ
り
、
児
童
扶
養
手
当
を

受
給
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

○
児
童
扶
養
手
当
の
額
が
、
障
害

基
礎
年
金
の
子
加
算
額
を
上
回

る
場
合

対
象

父
ま
た
は
母
が
、
重
度
の

障
害
の
状
態
に
あ
る
１８
歳
未
満

の
子
の
い
る
世
帯

※
母
子
家
庭
ま
た
は
父
子
家
庭
の

場
合
は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

問
い
合
わ
せ
先

子
育
て
支
援
課

（
1
０
８
４
８
^7
６
０
４
５
5

０
８
４
８
^4
２
１
３
０
）

業
務
終
了
日

２８
日（
木
）

こ
れ
に
よ
り
、
竹
原
公
証
役
場

で
作
成
・
保
管
し
て
い
る
公
正
証

書
や
定
款
な
ど
の
書
類
は
、
東
広

島
公
証
役
場
に
移
し
て
保
管
し
ま

す
。

問
い
合
わ
せ
先

広
島
法
務
局
総

務
課（
1
０
８
２
・
２
２
８
・
５

６
９
７
）

中
央
図
書
館
の
一
部
の
新
聞
の

閲
覧
・
複
写
を
停
止
し
ま
す

国
民
年
金
保
険
料

紙
面
の
劣
化
に
よ
り
、
次
の
新

聞
の
閲
覧
・
複
写
を
停
止
し
ま
す
。

資
料
の
保
存
の
た
め
、
皆
さ
ん

の
理
解
と
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。

▼
昭
和
５
年
１１
月
〜
昭
和
２９
年
１２

月
の
中
国
新
聞
・
毎
日
新
聞

▼
昭
和
６
年
２
月
〜
昭
和
２９
年
１２

月
の
朝
日
新
聞

※
市
史
編
さ
ん
な
ど
、
学
術
研
究

の
場
合
を
除
き
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

中
央
図
書
館

（
1
０
８
４
８
^2
３
２
２
５
5

０
８
４
８
^2
１
３
１
９
）

○
保
険
料
が
変
わ
り
ま
す

月
額
１
５，
０
２
０
円（
今
月
分
〜

来
年
３
月
分
）

○
早
割
制
度

月
々
の
保
険
料

を
口
座
振
替
の
当

月
末
引
き
落
と
し

に
す
る
と
、
月
額
５０
円
の
割
引
に

な
り
ま
す
。

翌
月
末
引
き
落
と
し
の
口
座
振

替
を
利
用
し
て
い
る
人
や
納
付
書

で
納
め
て
い
る
人
で
、
早
割
を
希

望
す
る
場
合
は
届
け
出
が
必
要
で
す
。

○
学
生
の
納
付
特
例
制
度

所
得
が
少
な
く
、
保
険
料
を
納
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障
害
者
な
ん
で
も
相
談

法
テ
ラ
ス
の
日

無
料
法
律
相
談
会

航空機の騒音測定結果

広島空港周辺航空機騒音測定（常設置局）２月分の結果通知
が、県空港振興課からありましたので、お知らせします。
※測定機のメンテナンスにより、正広局は１６日まで、本郷局
は１４日までの測定結果です。

所　管 調　査　地　点 WECPNL
（月間値）

空港対策 正広局 本郷町善入寺正広 ６４.７

環境保全 本郷局 本郷町船木川西上 ６４.４

ところ サン・シープラザ（３・４階）

○本郷地域センター心配ごと相談 毎週水曜日 １３時～
１６時（本郷福祉センター内1０８４８*6３６０７）
○久井地域センター心配ごと相談 ６日（水）・２０日（水）
９時～１２時（久井保健福祉センター内1０８４７#2７１０１）

○大和地域センター心配ごと相談 １日（金）・１５日（金）
９時～１２時（大和人権文化センター内1０８４７#3１３０
８）、８日（金）・２２日（金）９時～１２時（大和保健福祉セ
ンター内1０８４７#4１２１４）

○学校生活・勉強などの悩みについての相談
三原ふれあい相談 ２９日を除く月～土曜日 ９時～１７
時４５分（土曜日は８時３０分～１７時１５分）（リージョンプ
ラザ内1０８４８̂ 4７２０１）

○児童虐待通告窓口（子育て支援課1０８４８̂ 7６０８８）
○人権ホットライン（電話相談）
２９日を除く月～金曜日　８時３０分～１７時１５分
子どもの人権１１０番（ ０１２０－００７－１１０）
女性の人権ホットライン（1０５７０－０７０－８１０）
○県生活センター（電話相談）
２９日を除く月～金曜日　９時～１２時、１３時～１６時
消費生活相談（1０８２－２２３－６１１１）
県民・交通事故相談（1０８２－２２３－８８１１）
○暴　力　相　談（電話相談）
２９日を除く月～金曜日　８時３０分～１７時
暴力追放広島県民会議（1０８２－２２８－５０５０）
○県介護予防研修相談センター（電話相談）
２９日を除く月～金曜日　９時～１６時３０分
認知症・高齢者の権利擁護相談（1０８２－２５４－３４３４）
高齢者の福祉用具・住宅改修相談（1０８２－２５４－１１６６）
○弁護士法律相談
尾道地区弁護士会 １３日（水）・２７日（水）（いずれも要
予約　収入による利用条件があります。予約は直接弁
護士会1０８４８@2４２３７へ）
三原市無料法律相談 １５日（金）リージョンプラザ南館
（要予約　５日（火）８時３０分から受け付け　市民生活
課1０８４８̂ 7６１７８）

○司法書士法律相談（電話相談）
２９日を除く月～金曜日 １２時～１５時
広島相談センター（1０８２－５１１－７１９６）
○法テラス広島（法的トラブルの解決法・窓口の案内）
２９日を除く月～金曜日　９時～１７時
広島地方事務所（1０５０－３３８３－５４８５）

相談日変更の場合などがあります。
事前に確認してください。

○みはら一日若者しごと館 毎週月曜日 １２時～１７時
（予約・問い合わせは青少年女性課1０８４８̂ 4９２３４）
○人　権　相　談 ２９日を除く毎週火・金曜日 １０時～
１６時、１４日（木）１３時～１６時（人権推進課1０８４８̂ 7６０４４）
○女　性　相　談 ２９日を除く月～金曜日 ９時３０分～
１６時（1０８４８̂ 1０１２２）
児　童　相　談 ２９日を除く毎週月・水・金曜日（２７
日は要予約）９時～１６時（1０８４８̂ 1０１２１）
（いずれも社会福祉課1０８４８̂ 7６０６０）
○心配ごと相談所 ２９日を除く毎週火・金曜日 １３時～
１６時
不 動 産 相 談 １４日（木）・２８日（木）１０時～１５時
療育・教育相談 ４日（月）・２５日（月）１３時～１６時
戦没者遺族相談 ７日（木）・２１日（木）１３時～１６時
行　政　相　談 １５日（金）１３時～１６時
成年後見専門相談 １４日（木）１４時～１６時（要予約1０８
４８̂ 3３３１９）
（いずれも社会福祉協議会1０８４８̂ 3０５７０）

申
し
込
み
先

法
テ
ラ
ス
広
島

（
1
０
５
０
・
３
３
８
３
・
５
４

８
５
）

◆
６
日（
水
）１０
時
〜
１２
時

久
井
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

◆
８
日（
金
）１０
時
〜
１２
時

大
和
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

◆
２０
日（
水
）１４
時
〜
１６
時

本
郷
福
祉
セ
ン
タ
ー

相
談
料

無
料

問
い
合
わ
せ
先

障
害
者
生
活
支

援
セ
ン
タ
ー（
1
０
８
４
８
^3

３
３
１
９
5
０
８
４
８
^3
３

３
５
９
）

願
書
配
布
場
所

消
防
本
部
予
防

課
問
い
合
わ
せ
先

消
防
本
部
予
防

課（
1
０
８
４
８
^4
５
９
２
７
）

弁
護
士
、
司
法
書
士
に
よ
る
法

律
相
談
会
を
実
施
し
ま
す
。

と
き

１０
日（
日
）１３
時
〜
１６
時

と
こ
ろ

サ
ン
・
シ
ー
プ
ラ
ザ（
３
階
）

定
員

６
人（
申
し
込
み
先
着
順
）

※
収
入
が
一
定
額
以
下
の
人
に
限

ら
れ
ま
す
。

※
刑
事
事
件
に
関
す
る
相
談
は
で

き
ま
せ
ん
。

危
険
物
取
扱
者
試
験

防
火
対
象
物
点
検
資
格
者
講
習

と
き
・
と
こ
ろ

①
６
月
２６
日

（
日
）＝
広
島
市
・
三
次
市
②
７

月
１７
日（
日
）＝
三
原
市
・
福
山

市
・
呉
市

申
請
期
間

①
４
月
２２
日（
金
）〜

５
月
６
日（
金
）②
５
月
１３
日

（
金
）〜
２７
日（
金
）

※
電
子
申
請
の
申
請
期
間
は
、
①

４
月
１９
日（
火
）〜
５
月
３
日（
火
）

②
５
月
１０
日（
火
）〜
２４
日（
火
）。

申
請
先

消
防
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー

広
島
県
支
部

願
書
配
布
場
所

消
防
本
部
予
防

課
、
西
部
分
署
、
大
和
出
張
所
、

北
部
分
署

●
準
備
講
習
会（
乙
種
第
４
類
）

と
き

５
月
１６
日（
月
）

と
こ
ろ

中
央
公
民
館

定
員

７０
人（
申
し
込
み
先
着
順
）

問
い
合
わ
せ
先

消
防
本
部
予
防

課（
1
０
８
４
８
^4
５
９
２
７
）

と
き

６
月
１４
日（
火
）〜
１７
日（
金
）

と
こ
ろ

広
島
市
総
合
防
災
セ
ン

タ
ー（
広
島
市
安
佐
北
区
）

申
請
期
間

４
月
１１
日（
月
）〜
５

月
２０
日（
金
）

申
請
先

広
島
市
都
市
整
備
公
社

防
災
部


